
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
小暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

94％ 

皆さまのお⼿元にあるスマホ。普及率が今年 94％になるという⾒通しだそうです。そ
もそも 30 年前には携帯電話でさえ⼀部の⼈しか携帯していなかったと思いますが、ス
マホについては 2010 年には 4％程度だったのが、15 年に 5 割、19 年に 8 割、21 年
には 9 割を超え今に至ります。iPhone がスティーブ・ジョブズのプレゼンで発表され
たのが 2007 年、翌 08 年に⽇本で発売になりました。当時、画面の触り方もわから
ず、⽖で触っても反応せず、ボタンを押しても感覚が無いことに⼾惑い、ポケットに
入れておくといつの間にか（知らないうちに）電話を掛けまくっていたり。今でこそ
ずいぶん慣れましたが、たった 15 年程度の歴史しかないのに、進化のペースは凄まじ
いのは皆さんが感じておられる通りです。 

116.36 円 
年初のドル円相場、5 年ぶりの円安ドル⾼から 2022 年がスタートしました。4 月 122
円に突入し今では 135 円。この半年で 20 円もの急激な円安。本当にいろいろな所に
影響が出ていることを体感せざるを得ない状況です。アメリカは⾦利を⼤幅に上げる
動きになっていますが、社会情勢の動きが色々ありすぎてついていけていません。⼀
説には、供給が安定するのは 2024 年と⾔われている半導体の状況はどうなっている
のでしょうか︖この円安は輸出企業にプラスに作用しているのでしょうか︖外国⼈観
光客の受入れは徐々に増やすと聞いていますが、以前のようなインバウンド需要に戻
るのでしょうか︖インフルエンザやサル痘も不気味な動きを⾒せていますが、次なる
感染症の広がりにならないことを祈るばかりです。 

変化の速さ 
物価上昇、⼈口の減少など、変化のペースは今までと比べると異常な速さになってい
ます。これらの変化は状態だけでなく価値観の変化も伴っています。誰でも変化に対
して抵抗感があると思いますが、うまく受け入れていかないと会社や自分も損してし
まいます。「いまどき」に適切に対応できず失敗している案件は「いまだに」相次い
で報道されています。最新情報はもちろん、先読みしながら時代をリードしていきた
いとは思っているのですが、他⼈事からも学び、懸命に勉強しながら時代に付いてい
きたいと思っております。では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

４年前の新年会で、賞状ならぬ「症

状」として社員を侮辱した住宅会社

が提訴されました。４年前、まだパワ

ハラという言葉は無かったでしょう

か？調べると、2001年に生み出され

た言葉のようです。ちなみに日本初

セクハラ裁判は 1989年でした。 

当時、当然認知されていたはずのパ

ワハラですので、他の社員はおかし

いと思っても言えなかったのでしょ

う。亡くなった社員の奥様のコメント

一部です。「注文住宅はお客様家族

の幸せと夢が詰まった場所。それを

販売する会社なのにとても残念。お

客さんであっても社員であっても、誰

かの大切な家族だということが…。」 

尼崎市での USBメモリ紛失による個

人情報流出問題。こちらも多く報道

されましたが、記者会見でパスワー

ド桁数を言ってしまったのが印象的

でした。当事者はまさかこんなことに

なると思っていなかったでしょう。 

どちらも、聞いた時には「えー、今ど

きそんなことってある？」という感想

を持たれた方が多いと思います。そ

う思うことがコンプライアンスの原点

で、その遵守を当たり前にすること

が大切なのだと再認識しました。問

題が起きてからの記者会見では何

を言っても叩かれていますが、それ

を見るのも勉強になります。もちろん

問題を起こさないように…。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

7 2022（令和4年）

国　税／ 6月分源泉所得税の納付 7月11日
国　税／ 納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月

分）の納付 7月11日
国　税／ 所得税予定納税額の減額承認申請
 7月15日
国　税／ 所得税予定納税額第1期分の納付 8月1日
国　税／ 5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告 8月1日
国　税／ 8月、11月、2月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）　 8月1日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

 市町村の条例で定める日
労　務／ 社会保険の報酬月額算定基礎届 7月11日
労　務／ 労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付 7月11日
労　務／ 障害者・高齢者雇用状況報告 7月15日
労　務／ 労働者死傷病報告（4月～6月分） 8月1日

　国税庁では、消費税の虚偽の書類を作成し、
架空の課税仕入れを計上する等による不正還
付への対応に特化した「消費税専門官」を昨年
から主要税務署に配置しています。今年7月
からは、東京・大阪・名古屋国税局などの内
部にも新設するほか、配置する税務署数の拡
大や増員により体制強化を図っています。

ワンポイント 消費税専門官の増設

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

18日・海の日

日 月 火 水 木 金 土

芙蓉（ふよう）
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7 月号─2

　
最
近
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
会
社

を
買
っ
て
経
営
者
に
な
る
！
」
と
い

う
ケ
ー
ス
が
活
況
で
す
。
い
わ
ゆ
る
、

小
規
模
買
収
で
す
。
小
規
模
の
定
義

は
決
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
売
上

高
が
１
億
円
未
満
の
企
業
や
事
業
の

買
収
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
成
約
金

額
が
３
０
０
万
円
を
下
回
る
こ
と
も

珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会

社
を
譲
渡
す
る
側
と
買
収
す
る
側
を

つ
な
ぐ
M
＆
A
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト

も
出
現
し
て
お
り
、
M
＆
A
情
報
が

ネ
ッ
ト
上
で
や
り
と
り
さ
れ
、
実
際

に
多
く
の
売
買
が
成
立
し
て
い
ま
す
。

　
大
企
業
の
買
収
で
は
、
金
融
機
関

な
ど
の
助
言
を
受
け
て
売
り
手
の
財

務
内
容
や
法
令
順
守
体
制
を
調
査
す

る
た
め
手
数
料
が
膨
ら
み
ま
す
が
、

個
人
が
参
加
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
仲
介
サ
イ
ト
で
は
、
手
続
き
を
簡

略
化
し
て
手
数
料
を
抑
え
て
い
ま

す
。
そ
の
反
面
、
買
収
後
に
、
た
と

え
ば
従
業
員
へ
の
賃
金
が
未
払
い
だ

っ
た
こ
と
が
発
覚
す
る
な
ど
の
事
例

も
あ
り
注
意
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

一
　
M
＆
A
の
増
加
の
背
景

　
増
加
の
理
由
は
、「
団
塊
の
世
代

の
経
営
者
が
引
退
の
時
期
を
大
量
に

迎
え
て
い
る
が
後
継
者
不
足
の
企
業

が
多
い
こ
と
」、「
２
０
１
２
年
か
ら

始
ま
っ
た
金
融
緩
和
策
に
よ
り
市
場

に
資
金
が
溢
れ
投
資
の
一
環
と
し
て

M
＆
A
を
考
え
る
企
業
が
増
え
た
こ

と
」
の
２
点
で
す
。
つ
ま
り
、
事
業

承
継
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
会
社

を
譲
渡
し
た
い
企
業
と
、
買
収
で
会

社
を
発
展
さ
せ
た
い
企
業
の
増
加
に

よ
る
も
の
で
す
。

　
現
在
、
年
間
約
４
０
０
０
件
行
わ

れ
て
い
る
M
＆
A
の
う
ち
中
小
企
業

が
関
係
す
る
も
の
は
お
よ
そ
７
割
で
、

政
府
も
M
＆
A
に
よ
る
中
小
企
業
の

生
産
性
向
上
の
実
現
を
狙
っ
て
お

り
、
２
０
２
１
年
度
は
中
小
企
業
施

策
と
し
て
M
＆
A
税
制
を
盛
り
込
み

ま
し
た
。
こ
う
し
た
国
の
後
押
し
で

さ
ら
に
M
＆
A
は
浸
透
し
て
い
く
と

思
わ
れ
ま
す
。

二
　
中
小
企
業
M
＆
A
の
進
め
方

　
中
小
企
業
が
M
＆
A
を
進
め
る
一

般
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
解
説
し
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
❶
譲
渡
で
き
る
会
社
な
の

か
検
討
す
る 

　
会
社
を
譲
渡
す
る
場
合
、「
売
れ

る
会
社
」で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

売
れ
る
会
社
と
は
、
財
務
体
質
が
良

好
、
成
長
余
地
の
あ
る
業
種
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
励
行
し
て
い
る
な

ど
で
す
。
経
営
者
が
元
気
な
う
ち
は

事
業
承
継
対
策
を
後
回
し
に
し
が
ち

で
す
。
し
か
し
、
突
然
訪
れ
る
場
合

も
想
定
し
て
い
つ
で
も
事
業
承
継
で

き
る
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
は
経

営
者
の
大
切
な
仕
事
で
す
。
売
れ
る

会
社
、
す
な
わ
ち
、
後
継
者
が
継
ぎ

た
く
な
る
魅
力
的
な
会
社
に
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
以
下
の
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
長
期

ス
パ
ン
で
取
り
組
む
こ
と
で
後
継
者

が
見
つ
か
り
や
す
く
、
つ
ま
り
売
れ

る
会
社
に
な
り
ま
す
。

①
　
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
を

磨
く
：
余
分
な
資
産
を
売
却
し
借

入
金
を
減
ら
し
て
お
く
。
無
理
な

節
税
対
策
を
や
め
て
利
益
を
き
ち

ん
と
計
上
し
自
己
資
本
を
厚
く
し

て
お
く
こ
と

②
　
個
人
と
法
人
の
資
産
区
分
：
た

と
え
ば
、
個
人
の
土
地
の
上
に
法

人
名
義
の
建
物
が
あ
る
場
合
は
個

人
の
土
地
を
法
人
へ
売
却
す
る
な

ど
整
理
し
て
お
く
こ
と

③
　
株
主
の
整
理
：
所
在
不
明
の
株

主
は
い
な
い
か
、
株
主
が
分
散
し

て
い
る
場
合
は
集
約
し
て
お
く
な

ど
株
主
名
簿
を
整
理
し
て
お
く
こ

と
④
　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
順
守
体

制
：
法
令
順
守
は
基
本
で
あ
り
会

社
法
・
労
働
法
な
ど
法
律
に
違
反

し
て
い
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お

く
こ
と

⑤
　
組
織
の
強
化
：
万
が
一
、
社
長

に
何
か
あ
っ
て
も
会
社
が
回
る
組

織
作
り
が
必
要
で
、
幹
部
社
員
を

育
て
日
頃
か
ら
情
報
共
有
し
、
あ

る
程
度
の
権
限
移
譲
も
検
討
し
て

お
く
こ
と

ス
テ
ッ
プ
❷
い
く
ら
で
譲
渡
で
き
る

か
算
定
す
る 

　
ど
ん
な
条
件
な
ら
売
れ
る
の
か
、

ま
ず
は「
企
業
評
価
」か
ら
始
め
ま
す
。

　
企
業
評
価
と
は
自
社
の
価
値
算
定

の
こ
と
で
、
中
小
企
業
の
M
＆
A
は

M＆A
小規模買収



3─7月号

ほ
ぼ「
株
式
譲
渡
」の
形
態
で
行
わ
れ

ま
す
。
株
式
譲
渡
を
行
う
際
に
株
価

を
算
定
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が

企
業
評
価
と
な
り
ま
す
。
M
＆
A
に

よ
る
株
価
算
定
の
多
く
は
「
時
価
純

資
産
額
+
営
業
権
」
方
式
が
採
ら
れ

ま
す
。
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
を
時

価
に
換
算
し
そ
こ
に
企
業
の
収
益
力

で
あ
る
営
業
権
を
加
え
企
業
価
値
を

算
定
し
ま
す
。

　
純
資
産
は
企
業
評
価
時
点
で
の
正

味
の
財
産
で
客
観
性
が
高
く
、
そ
こ

に
企
業
の
収
益
性
を
評
価
し
た
営
業

権
を
加
え
る
こ
と
で
譲
渡
側
、
買
収

側
と
も
に
納
得
し
や
す
い
評
価
に
な

り
ま
す
。
こ
の
企
業
評
価
の
段
階
で

多
く
の
場
合
、
M
＆
A
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
と
い
わ
れ
る
支
援
会
社
と
契
約
し

委
任
し
ま
す
。
経
営
者
一
人
で
ま
と

め
る
こ
と
は
複
雑
な
た
め
で
す
。

ス
テ
ッ
プ
❸
相
手
先
を
選
定
し
M
＆

A
を
打
診
す
る 

　
M
＆
A
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
「
企
業

概
要
書
」
を
作
成
し
ま
す
。
企
業
概

要
書
は
譲
渡
側
の
会
社
を
紹
介
す
る

た
め
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料

で
す
。

　
次
に
、
買
収
候
補
者
を
リ
ス
ト
化

し
て
ど
の
企
業
に
譲
渡
を
持
ち
掛
け

る
か
、
企
業
規
模
や
資
金
力
を
勘
案

し
な
が
ら
20
〜
30
社
の
リ
ス
ト
を
つ

く
り
順
次
売
り
込
み
を
始
め
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
❹
ト
ッ
プ
面
談
・
条
件
交

渉
を
行
う 

　
M
＆
A
が
譲
渡
前
に
情
報
が
漏
れ

る
と
現
在
の
業
務
に
影
響
が
出
か
ね

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
最
も
重
要
な
の

は
、
M
＆
A
の
交
渉
を
始
め
る
前
に

買
収
候
補
者
と
M
＆
A
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
の
間
で
提
供
す
る
す
べ
て
の
情
報

に
つ
い
て
秘
密
保
持
契
約
を
締
結
し

ま
す
。

　
次
に
、
企
業
概
要
書
を
も
と
に
、

な
ぜ
M
＆
A
を
検
討
し
た
の
か
、
企

業
の
特
徴
、
財
務
内
容
、
買
収
候
補

者
と
一
緒
に
な
っ
た
際
の
相
乗
効
果

な
ど
詳
細
を
M
＆
A
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

か
ら
買
収
候
補
者
に
説
明
し
ま
す
。

そ
こ
で
、前
向
き
に
検
討
と
な
れ
ば
、

「
ト
ッ
プ
面
談
」を
設
定
し
ま
す
。

　
ト
ッ
プ
面
談
は
交
渉
の
場
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
金
額
な
ど
シ

ビ
ア
な
条
件
交
渉
は
あ
く
ま
で
も

M
＆
A
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
行
い
、
ト

ッ
プ
面
談
で
は
経
営
者
同
士
を
知
る

交
流
の
場
で
す
。
特
に
中
小
企
業
の

場
合
、
会
社
は
経
営
者
自
身
を
映
し

出
し
ま
す
。
資
料
で
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
経
営
者
の
経
営
に
対
す
る
考
え

や
人
生
観
を
知
る
場
と
な
り
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
❺
基
本
合
意
契
約
を
締
結

す
る 

　
交
渉
と
交
流
を
重
ね
、
お
互
い
に

条
件
が
整
っ
た
ら
基
本
合
意
契
約
の

締
結
で
す
。

　
基
本
合
意
契
約
は
、
こ
こ
ま
で
の

交
渉
に
お
い
て
合
意
し
た
内
容
で

M
＆
A
を
進
め
る
と
の
認
識
を
一

致
さ
せ
る
仮
契
約
で
す
。
法
的
拘
束

力
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
書
面
作
成
し

押
印
し
証
拠
と
し
て
残
し
ま
す
。
買

収
側
は
譲
渡
側
に
他
の
買
収
候
補
者

と
天
秤
に
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
独
占

交
渉
権
が
付
与
さ
れ
、
善
管
注
意
義

務
、
つ
ま
り
重
要
な
意
思
決
定
に
つ

い
て
は
買
収
側
と
相
談
す
る
、
と
い

う
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
❻
買
収
監
査
（
デ
ュ
ー
デ

リ
ジ
ェ
ン
ス
）を
実
施
す
る 

　
買
収
監
査
と
は
、
譲
渡
側
の
各
種

情
報
が
正
し
い
か
否
か
を
買
収
側
の

立
場
で
確
認
す
る
作
業
を
い
い
ま

す
。
例
え
ば
、
回
収
で
き
な
い
売
掛

金
が
計
上
さ
れ
た
場
合
は
不
良
債
権

と
な
り
ま
す
。
従
業
員
へ
の
残
業
代

の
未
払
い
や
買
掛
金
の
計
上
漏
れ
と

い
っ
た
簿
外
債
務
の
有
無
な
ど
も
調

べ
ま
す
。
買
収
後
の
ト
ラ
ブ
ル
回
避

の
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

ス
テ
ッ
プ
❼
最
終
合
意
契
約
を
締
結

す
る 

　
買
収
監
査
が
終
わ
る
と
最
終
調
整

す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
り
、
変
更

す
べ
き
事
項
が
生
じ
れ
ば
最
終
条
件

交
渉
を
行
い
ま
す
。
最
終
条
件
交
渉

が
円
滑
に
進
め
ば
い
よ
い
よ
最
終
合

意
契
約
と
呼
ば
れ
る
株
式
譲
渡
契
約

書
の
作
成
と
決
済
に
向
け
た
準
備
を

進
め
て
い
き
ま
す
。
株
式
譲
渡
契
約

書
で
は
、
基
本
合
意
契
約
書
の
条
項

以
外
に
、
引
継
ぎ
の
仕
方
や
退
職
す

る
役
員
へ
の
退
職
金
、
譲
渡
側
の
表

明
保
証
条
項
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
表

明
保
証
条
項
と
は
、
譲
渡
側
が
「
簿

外
債
務
は
あ
り
ま
せ
ん
」、「
訴
え
ら

れ
て
い
る
事
案
は
あ
り
ま
せ
ん
」
な

ど
20
〜
30
項
目
に
つ
い
て
表
明
し
そ

れ
を
保
証
す
る
条
項
を
言
い
ま
す
。

見
落
と
し
て
い
る
リ
ス
ク
は
な
い
か

買
収
側
が
最
後
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の

た
め
に
行
う
も
の
で
す
。
株
式
譲
渡

契
約
書
が
ま
と
ま
れ
ば
、
あ
と
は
決

済
に
向
け
た
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

　
M
＆
A
を
成
長
戦
略
の
一
つ
と
し

て
と
ら
え
、
買
収
し
た
会
社
を
さ
ら

に
成
長
さ
せ
、
時
期
を
見
て
ま
た
譲

渡
す
る
と
い
っ
た
循
環
が
生
ま
れ
る

と
日
本
に
お
け
る
M
＆
A
は
ま
す
ま

す
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
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日
本
の
賃
金
水
準
は
、
実
質
30
年

以
上
ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
況
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
府
で
は
積
極

的
な
賃
上
げ
を
行
う
企
業
の
法
人
税

を
減
ら
す
特
例
制
度
と
し
て
、
い
わ

ゆ
る
「
賃
上
げ
促
進
税
制
」
を
創
設

す
る
と
と
も
に
、
数
年
来
見
直
し
を

行
い
、
令
和
４
年
度
税
制
改
正
で
は

抜
本
的
な
強
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
賃
上
げ
促
進
税
制
は
中
小
企
業
向

け
と
大
企
業
向
け
に
分
か
れ
て
お
り
、

対
象
者
や
３
段
階
に
わ
た
る
控
除
率

が
異
な
る
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

　
そ
こ
で
、
中
小
企
業
向
け
賃
上
げ

促
進
税
制
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
制

度
の
復
習
、
改
正
の
内
容
と
実
際
の

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
整
理
し
て
み
ま

す
。　 一

　中
小
企
業
向
け  

　
中
小
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制

（
所
得
拡
大
促
進
税
制
）
は
、
青
色

申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
中
小
企
業

者
等
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

上
で
、
前
年
度
よ
り
給
与
等
の
支
給

額
を
増
加
さ
せ
た
場
合
、
そ
の
増
加

額
の
一
部
を
法
人
税
（
個
人
事
業
主

は
所
得
税
）
か
ら
税
額
控
除
で
き
る

制
度
で
す
。

　 改
正
の
内
容  

　
制
度
の
大
枠
は
、
変
更
あ
り
ま
せ

ん
が
、
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が
前

年
度
比
１
・
５
％
以
上
増
加
の
場
合

は
増
加
額
の
15
％
、
２
・
５
％
以
上

増
加
で
増
加
額
の
30
％
の
税
額
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
教
育
訓
練
費
が

前
年
度
比
10
％
以
上
増
加
し
た
場
合

は
合
わ
せ
て
最
大
40
％
ま
で
税
額
控

除
さ
れ
ま
す
（
表
１
参
照
）。
そ
の

上
で
、
適
用
期
限
が
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

　 制
度
上
の
用
語
の
説
明  

①
　
中
小
企
業
者
等

　
　
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
者
の

う
ち
お
お
よ
そ
以
下
に
該
当
す
る

も
の

ア
…
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の

額
が
１
億
円
以
下
の
法
人

イ
…
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が

１
千
人
以
下
の
個
人
事
業
主

ウ
…
協
同
組
合
等

②
　
対
象
と
な
る
国
内
雇
用
者

　
　
法
人
又
は
個
人
事
業
主
の
使
用

人
の
う
ち
そ
の
法
人
等
の
国
内
に

所
在
す
る
事
業
所
に
つ
き
作
成
さ

れ
た
賃
金
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
者

で
す
。
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、

日
雇
い
労
働
者
も
含
み
ま
す
が
、

使
用
人
兼
務
役
員
を
含
む
役
員
及

び
役
員
の
特
殊
関
係
者
、
個
人
事

業
主
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は

含
ま
れ
ま
せ
ん
。

③
　
特
殊
関
係
者
と
は

　
　
法
人
の
役
員
又
は
個
人
事
業
主

の
親
族
を
指
し
ま
す
。
親
族
の
範

囲
は
六
親
等
内
の
血
族
、
配
偶

者
、
三
親
等
内
の
姻
族
ま
で
が
該

当
し
ま
す
。
ま
た
、
当
該
役
員
又

は
個
人
事
業
主
と
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
、
当
該
役
員

（表1）中小企業向け賃上げ促進税制…3段階で上がる控除率
中小企業 控除率

全雇用者の給与等支給額が前年度比1.5％以上増加 15%
　　　　　　　　同　　　　　　　2.5％以上増加 30%

教育訓練費が前年度比10％以上増加 さらにプラス10%

（表2）大企業向け賃上げ促進税制…3段階で上がる控除率
大企業 控除率

継続雇用者給与等支給額が前年度比３％以上増加 15%
　　　　　　　　同　　　　　　　４％以上増加 25%

教育訓練費が前年度比20％以上増加 さらにプラス５%

賃上げ促進税制
令和４年度税制改正

で控除額拡充
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又
は
個
人
事
業
主
か
ら
生
計
の
支

援
を
受
け
て
い
る
者
等
も
特
殊
関

係
者
に
含
ま
れ
ま
す
。

④
　
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
と
は

　
　
適
用
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計

算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
全

て
の
雇
用
者
に
対
す
る
給
与
等
の

支
給
額
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
の
給
与
等
に
充
て
る
た
め
他
の

者
か
ら
支
払
い
を
受
け
る
金
額
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控

除
し
ま
す
。

⑤
　
教
育
訓
練
費

　
　
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
る
国
内
雇
用
者
の

職
務
に
必
要
な
技
術
又
は
知
識
を

習
得
さ
せ
又
は
向
上
さ
せ
る
た
め

に
支
出
す
る
費
用
の
う
ち
一
定
の

も
の
。
具
体
的
に
は
、
法
人
等
が

教
育
訓
練
等
を
自
ら
行
う
場
合
の

費
用
（
外
部
講
師
謝
金
、
外
部
施

設
使
用
料
）、
他
の
者
に
委
託
し

て
教
育
訓
練
等
を
行
わ
せ
る
場
合

の
費
用
（
研
修
委
託
費
等
）、
他

の
者
が
行
う
教
育
訓
練
等
に
参
加

さ
せ
る
場
合
の
費
用
（
外
部
研
修

参
加
費
等
）な
ど
を
指
し
ま
す
。

　 改
正
後
の
減
税
額
の
試
算  

　
次
に
、
今
年
度
改
正
後
の
規
定
に

お
け
る
賃
上
げ
促
進
税
制
で
の
減
税

額
を
、
非
常
に
簡
単
で
す
が
計
算
し

て
み
ま
す
。
こ
の
計
算
例
は
、
雇
用

者
給
与
等
支
給
額
が
２
・
５
％
以

上
、
教
育
訓
練
費
が
10
％
以
上
増
加

し
、
上
限
で
あ
る
控
除
率
40
％
が
適

用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
す（
設
例
参
照
）。

　 二
　大
企
業
向
け  

　
大
企
業
向
け
（
対
象
：
青
色
申
告

書
提
出
全
企
業
）
で
は
、
改
正
で
対

象
者
が
新
規
雇
用
者
で
は
な
く
な
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
増

加
割
合
の
基
準
が
中
小
企
業
向
け
よ

り
も
厳
し
い
の
で
適
用
に
は
十
分
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
表
２

参
照
）。

　
な
お
、
中
小
企
業
向
け
も
大
企
業

向
け
も
控
除
税
額
は
、
当
期
の
法
人

税
の
20
％
が
上
限
で
す
（
所
得
税
も

同
様
）。

【設　例】

令和4年度改正規定による計算（令和4年4月以降開始年度）
　中小企業者であるA社（資本金2,000万円）の令和5年3月期の調整前法人税額は2,200
万円であり、雇用者給与等支給額等は次のとおりです。
　賃上げ促進税制による減税額は、どのように計算されますか。
 雇用者給与等支給額 教育訓練費の額
・前事業年度（令和4年3月期） 7,100万円 45万円
・適用事業年度（令和5年3月期） 7,700万円 50万円

〈解　答〉
１．給与増加要件
　　雇用者給与等支給額（7,700万円）－比較雇用者給与等支給額（7,100万円）　
 比較雇用者給与等支給額（7,100万円）
　＝8.4％≧2.5％　 該当 
２．教育訓練費の増加要件
　　教育訓練費の額（50万円）－中小企業比較教育訓練費の額（45万円）　
 中小企業比較教育訓練費の額（45万円）
　＝11.1％≧10％　 該当 
３．中小企業者等税額控除限度額　（7,700万円－7,100万円）×40％＝240万円
４．上　限　額　　　　　　　　　調整前法人税額2,200万円×20％＝440万円
５．税額控除額　　　　　　　　　440万円　≧　240万円　➡ 240万円 
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テレワークにおける
メンタルヘルス対策

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
を
契
機
と
し
、
企
業
に
お
け
る

テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
が
進
み
ま
し
た
。

　
テ
レ
ワ
ー
ク
は
、
労
使
双
方
に
と

っ
て
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、

「
長
時
間
労
働
に
な
り
や
す
い
」、「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
づ
ら
い
」

等
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
つ
な

が
る
恐
れ
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
テ

レ
ワ
ー
ク
に
対
応
し
た
適
切
な
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
推
進
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
厚
生
労
働
省
が
令
和
４

年
３
月
に
公
開
し
た
「
テ
レ
ワ
ー
ク

に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の

た
め
の
手
引
き
」
を
基
に
、
テ
レ
ワ

ー
ク
を
行
う
際
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
の
留
意
点
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一

　メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
影
響

　
一
般
に
、
ス
ト
レ
ス
要
因
は
「
職

場
の
ス
ト
レ
ス
要
因
」、「
職
場
以
外

の
要
因
」、「
個
人
的
な
要
因
」
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
ス
ト
レ
ス
要
因
を
把
握

し
な
が
ら
予
防
策
を
講
じ
る
こ
と
や
、

早
期
発
見
し
適
切
な
対
応
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因

に
対
す
る
対
策
例
は
、「
二
　
ス
ト

レ
ス
要
因
に
対
応
し
た
取
組
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

㈠

　職
場
の
ス
ト
レ
ス
要
因

①
　
対
人
関
係

・
　
上
司
や
同
僚
等
と
の
何
気
な
い

会
話
や
相
談
が
し
づ
ら
く
な
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
に
よ

る
孤
独
感
・
孤
立
感
を
感
じ
る
。

・
　
管
理
職
が
、
部
下
の
状
況
の
把

握
や
管
理
に
悩
む
。
過
度
に
管
理

し
よ
う
と
す
る
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
等
に
つ
な
が
る
恐
れ
も
あ
る
。

②
　
物
理
的
要
因

・
　
自
宅
等
の
作
業
環
境
が
整
っ
て

い
な
い
た
め
仕
事
に
集
中
で
き
な

い
、
作
業
効
率
が
低
下
す
る
。

・
　
自
宅
等
で
働
く
場
合
の
光
熱
費

等
、
経
済
的
な
負
担
の
た
め
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
る
。

③
　
仕
事
の
量
的
負
担

・
　
お
互
い
の
働
き
方
が
見
え
づ
ら

く
な
り
、
役
割
分
担
や
業
務
内
容

の
不
明
確
さ
や
偏
り
が
生
じ
る
。

・
　
労
務
管
理
等
が
難
し
く
な
り
、

結
果
と
し
て
長
時
間
労
働
に
気
付

き
に
く
い
等
の
問
題
が
生
じ
る
。

④
　
適
正
度

　
　
I
C
T
に
苦
手
意
識
の
あ
る
労

働
者
が
、
テ
レ
ワ
ー
ク
自
体
に
ス

ト
レ
ス
を
感
じ
る
。

⑤
　
心
理
社
会
的
要
因

・
　
業
務
時
間
外
の
メ
ー
ル
や
電
話

等
へ
の
対
応
を
要
求
、
就
業
時
間

中
に
上
司
か
ら
過
度
な
監
視
を
受

け
た
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
。

・
　
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
で
き
る
労

働
者
と
そ
う
で
な
い
労
働
者
の
処

遇
や
評
価
に
つ
い
て
、
不
公
平
感

や
不
安
を
感
じ
る
。

㈡

　職
場
以
外
の
要
因

①
　
家
庭
環
境

・
　
自
宅
等
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
に
対

し
て
家
庭
で
の
理
解
・
協
力
が
得

ら
れ
ず
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
。

・
　
一
人
暮
ら
し
の
場
合
の
傾
向
と

し
て
、
疎
外
感
や
孤
独
感
等
を
感

じ
や
す
い
。

②
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

　
　
通
勤
が
な
く
、
い
つ
ま
で
も
業

務
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
た
め
、

仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
区
別
が

あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。

㈢

　個
人
的
な
要
因
（
生
活
習
慣
・

体
調
管
理
）

・
　
通
勤
や
外
出
等
が
な
く
な
る
こ

と
で
運
動
不
足
と
な
っ
た
り
、
働

き
方
が
変
わ
る
こ
と
で
生
活
リ
ズ

ム
が
不
規
則
と
な
り
、
食
事
や
睡

眠
が
十
分
に
取
れ
な
く
な
る
。

・
　
気
分
転
換
し
に
く
く
な
る
こ
と

等
が
原
因
で
、
身
体
的
な
体
調
不

良
を
き
た
す
。

二

　ス
ト
レ
ス
要
因
に
対
応
し
た
取
組

　
テ
レ
ワ
ー
ク
下
に
お
け
る
職
場
の

ス
ト
レ
ス
要
因
に
対
応
し
た
取
組
例

を
掲
げ
ま
す
。

㈠

　職
場
の
ス
ト
レ
ス
要
因
に
対
す

る
取
組

①
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
性
化

・
　
チ
ャ
ッ
ト
や
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

シ
ス
テ
ム
等
の
積
極
的
な
活
用

・
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
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機
会
の
定
例
化
（
上
司
・
部
下
の

定
例
会
議
等
）

・
　
業
務
以
外
の
場
で
の
交
流
の
機

会
の
設
置
　
等

②
　
作
業
環
境
の
整
備

　
　
自
宅
等
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う

場
合
、
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
や

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
衛
生
基
準

と
同
等
の
作
業
環
境
と
な
る
よ

う
、
労
働
者
に
教
育
・
助
言
を
行

う
こ
と
等
を
通
じ
て
、
作
業
環
境

を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
　
労
働
者
の
中
に
は
、
自
宅
等
の

環
境
や
家
庭
の
状
況
に
よ
り
、
自

宅
等
で
の
作
業
が
困
難
な
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
の
利
用
等
、
自
宅
以
外
で

の
作
業
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
も

有
用
で
す
。

　
　
作
業
環
境
を
整
え
る
た
め
に
必

要
な
費
用
を
企
業
が
一
部
も
し
く

は
全
部
負
担
す
る
等
、
労
働
者
の

経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て

い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

③
　
適
切
な
労
務
管
理

　
　
テ
レ
ワ
ー
ク
の
場
合
に
お
け
る

労
働
時
間
の
管
理
を
明
確
化
し
て

お
き
、
労
働
者
が
安
心
し
て
テ
レ

ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
と
も
に
、
労
務
管
理

や
業
務
管
理
を
的
確
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望

ま
れ
ま
す
。

　
　
テ
レ
ワ
ー
ク
の
場
合
、
普
段
よ

り
も
お
互
い
の
働
き
方
が
見
え
に

く
い
た
め
、
ツ
ー
ル
を
有
効
に
活

用
す
る
こ
と
で
、
労
働
時
間
の
見

え
る
化
等
の
取
組
を
進
め
た
り
、

上
司
に
よ
る
労
働
時
間
管
理
や
業

務
管
理
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
企

業
が
あ
り
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
業
務
上
必
要
性
の
な

い
１
対
１
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

を
求
め
る
、
常
時
カ
メ
ラ
を
つ
け

る
こ
と
を
強
制
す
る
等
は
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
等
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。

④
　
ツ
ー
ル
の
活
用
支
援

　
　
労
働
者
の
中
に
は
、
I
C
T
が

う
ま
く
活
用
で
き
ず
、
テ
レ
ワ
ー

ク
自
体
が
ス
ト
レ
ス
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入

の
際
、
業
務
内
容
の
見
直
し
や
テ

レ
ワ
ー
ク
を
利
用
で
き
る
労
働
者

の
範
囲
を
き
ち
ん
と
整
理
す
る
こ

と
で
、
こ
の
問
題
に
対
処
で
き
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
ツ
ー
ル
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

研
修
を
行
う
な
ど
し
て
、
円
滑
な

テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

⑤
　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

　
　
テ
レ
ワ
ー
ク
下
に
お
い
て
も
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
た
め
の

取
組
が
必
要
で
あ
り
、
労
働
者
を

対
象
と
し
た
周
知
啓
発
や
相
談
窓

口
の
設
置
・
周
知
等
の
取
組
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　
　
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
時
に
全
労
働

者
を
対
象
と
し
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク

時
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

の
研
修
を
行
っ
た
事
例
が
あ
り
ま

す
。

⑥
　
処
遇
や
評
価
に
対
す
る
不
公
平

感
へ
の
対
応

　
　
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
で
き
る
労

働
者
と
そ
う
で
な
い
労
働
者
の
処

遇
や
評
価
に
つ
い
て
、
不
公
平
感

が
生
じ
な
い
よ
う
、
予
め
、
上
司

が
部
下
に
求
め
る
内
容
や
水
準
等

を
具
体
的
に
示
す
、
評
価
対
象
期

間
中
に
は
そ
の
達
成
状
況
に
つ
い

て
共
通
の
認
識
を
持
つ
た
め
の
機

会
を
柔
軟
に
設
け
る
等
の
取
組
が

望
ま
れ
ま
す
。

㈡

　職
場
以
外
の
要
因
に
対
す
る
取

　

組
①
　
家
庭
・
家
族
の
理
解
・
協
力
の

呼
び
か
け

　
　
自
宅
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
す

る
場
合
、
家
庭
で
の
理
解
・
協
力

も
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
　
企
業
の
中
に
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク

に
お
け
る
働
き
方
の
特
徴
や
注
意

点
を
労
働
者
本
人
だ
け
で
な
く
家

族
に
も
伝
え
、
理
解
・
協
力
を
呼

び
掛
け
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

②
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
確
保

　
　
テ
レ
ワ
ー
ク
で
は
仕
事
や
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
の
区
別
が
つ
き
づ
ら
い

と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
定
時
に

チ
ー
ム
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

を
設
け
る
な
ど
し
て
、
仕
事
の
区

切
り
を
つ
け
や
す
く
す
る
等
の
工

夫
を
し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

㈢

　個
人
的
な
要
因
に
対
す
る
取
組

　
自
宅
等
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
り

働
き
方
が
変
わ
る
こ
と
で
、
運
動
不

足
等
に
よ
り
、生
活
リ
ズ
ム
や
運
動
・

食
事
等
の
生
活
習
慣
が
乱
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
各
種

情
報
発
信
や
研
修
を
通
じ
て
、
セ
ル

フ
ケ
ア
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
啓

発
し
て
い
る
事
例
や
、
特
定
の
時
間

に
労
働
者
参
加
型
で
運
動
を
行
う
時

間
を
設
け
る
等
の
取
組
を
行
っ
て
い

る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
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　これまでのリサイクルは、3R、つまり、
ごみを減らす（リデュース：Reduce）、繰
り返し使う（リユース：Reuse）、資源とし
て再利用（リサイクル：Recycle）の取組み
を通じて、ごみや廃棄物を可能な限り減ら
しその廃棄焼却や埋め立て処理施設による
環境負担を軽減してきました。マイバッグ
の活用や古着の再活用、フリーマーケット
の利用なども含まれます。
　最近はさらに進んで、3Rに加えてリニ
ューアブル（Renewable）という言葉を追
加した「3R+Renewable」という言葉をよ
く耳にします。
　リニューアブルとは「再生可能な資源に
替えること」です。レジ袋のほとんどはプ
ラスチックで使うとごみになりますが、プ
ラスチックに替えて繰り返し使える素材と
してバイオマスプラスチックが登場しまし
た。繰り返し栽培できる植物を原料にバイ

オマスプラスチックは微生物によって分解
される性質もあり資源を循環させることが
できると考えられています。
　このように環境への負荷が大きいプラス
チックなどの素材をバイオマスプラスチッ
クのような循環型の素材に替えていこうと
いうのがリニューアブルの考え方で、日本
でも2030年までにバイオマスプラスチッ
クを約200トン導入することが目標となっ
ています。
　2022年4月1日より、プラスチック資
源循環促進法（「プラスチックに係る資源循
環の促進等に関する法律」）が施行されま
した。プラスチックのサイクルを設計・製
造段階、販売・提供段階、排出・回収・リ
サイクル段階の3段階にわけてそれぞれの
段階で行うべき項目が決められています。
　プラスチックを規制するための法律では
なく、資源を循環させる取り組みを推進さ
せるための法律です。消費者の行動様式や
ニーズが大きく変化する可能性があり、ビ
ジネスチャンスが潜んでいます。

3R+Renewable

　朝活は、文字通り「朝に活動する」こと
ですが、具体的には運動、資格の勉強、読
書など朝の頭の冴えた生産性の高い時間を
有効活用することです。まず、起きてから
何をしようというのではなく、モチベーシ
ョン維持のためにあらかじめやることを決
めて、スケジュールに組み込んでおくこと
が大切です。
　なぜ朝なのかというと、太陽光を浴びる
ことで脳内の神経伝達物質の1つの幸せホ
ルモンとも呼ばれる「セロトニン」が分泌
され、気分や感情がコントロールされ精神
を安定させる作用があるからです。是非早
起きした際には20分から30分窓際で日光
浴か外で散歩することをお勧めします。
　3日坊主で終わらせず習慣化するには、
夜型を一気に変えるのではなく、少しずつ
早めることがポイントです。そして、睡眠
を削らず早めた分早く寝ることを心掛けて
ください。

朝活を３日坊主で 
終わらせないために　

７
月
に
な
る
と
京
都
で
は
祇
園
祭

一
色
で
す
。

　
き
ゅ
う
り
封
じ
は
、
夏
野
菜
の
代

表
で
あ
る
き
ゅ
う
り
を
１
か
月
食
べ

ま
せ
ん
。
祇
園
祭
は
日
本
三
大
祭
り

の
一
つ
で
す
が
、
八
坂
神
社
の
祭
礼

で
あ
り
、
き
ゅ
う
り
の
輪
切
り
の
断

面
が
八
坂
神
社
の
御
神
紋
に
似
て
い

る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
食
す
る
こ
と
は

タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
夏
バ
テ

に
効
果
が
あ
る
旬
の
き
ゅ
う
り
を
封

じ
る
こ
と
で
疫
病
退
散
を
祈
願
し
祇

園
祭
が
無
事
に
終
え
ら
れ
る
こ
と
を

願
い
ま
す
。
京
都
で
は
祇
園
祭
だ
け

で
な
く
、
土
用
の
丑
の
日
に
厄
除
け

の
伝
統
行
事
と
し
て
き
ゅ
う
り
封
じ

を
行
う
寺
院
も
あ
り
、
参
拝
者
た
ち

は
祈
祷
し
て
も
ら
っ
た
き
ゅ
う
り
を

持
ち
帰
り
、
悪
い
と
こ
ろ
を
撫
で
て

病
を
移
し
封
じ
込
め
土
に
埋
め
て
病

気
平
癒
を
願
い
ま
す
。

　
先
人
の
知
恵
で
コ
ロ
ナ
禍
も
き
ゅ

う
り
と
と
も
に
封
じ
込
め
た
い
と
こ

ろ
で
す
。

き
ゅ
う
り
封
じ

発行


